
推進体制

政府全体で取組むメッセージを国民に発信

（関係省庁）
○内閣官房 ○総務省 ○文部科学省
○厚生労働省 ○経済産業省
○国土交通省 ○環境省 ○農林水産省

美しい森林づくりのための関係閣僚
による会合

「美しい森林づくり推進国民運動」に
関する関係省庁連絡会議

○代表：出井伸之（クオンタムリープ㈱代表取締

役）

○事務局長：宮林茂幸（東京農業大学教授）

○設立発起人：１３４人

○構成団体：（社）経団連、（社）日本医師会、

（財）ボーイスカウト日本連盟など４９団体

○地方レベルの産業界、環境団体、教育団体、
医療団体、労働団体、ＮＰＯ等各界の団体によ

り構成

美しい森林づくり全国推進会議

美しい森林づくり地方推進組織

○官房長官主宰により必要に応じ開催
○運動の基本方針の決定

農林水産省「美しい森林づくり推進国
民運動」推進本部

○本部長 ： 農林水産大臣

連
携

森林ボランティア活動、企業による森林

づくり、森林環境教育、木づかい運動等

を展開

美しい森林づくり推進国民運動について美しい森林づくり推進国民運動について

閣僚懇談会での総理指示
「政府一体となって『美しい森林づくり』に取り組んでいく必要がある」

内閣官房長官主宰の「美しい森林づくりのための関係閣僚による会
合」
第１回関係省庁連絡会議（議長：内閣官房副長官補）
第１回「美しい森林づくり全国推進会議」（代表：出井伸之クオンタム
リープ（株）代表取締役）の設立
全国推進会議と内閣総理大臣との意見交換会
第２回関係省庁連絡会議
地球温暖化対策推進本部

「京都議定書目標達成計画の見直しに向けた基本方針」において、森林吸収

源対策として「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を決定

国民対話「若林大臣と語る希望と安心の国づくり」
「美しい森林づくり～国民一人ひとりが支える森林吸収源対策～」をテーマに
公募による参加者と意見交換

経 緯
１９年 ２月 ９日

２月２３日

３月２９日
６月 １日

７月 ６日
１０月 ２日

１２月 ９日

運動目標

① 毎年５５万ha、計３３０万haの間伐を推進（京都議定書森林吸収目標の達成）

② 更に、１００年先を見据え長伐期化、針広混交林化、広葉樹林化等多様な森林づくりを
推進

取組状況

◎不在村森林所有者への呼びかけ
・不在村者の所在の確定と、ふるさと森林会 議への参加
要請（全国27か所）
・司法書士団体との連携 （全国19,000会員対象）

◎民間企業に対する協力の呼びかけ
・全国推進会議のＨＰを活用した情報提供
・CSR活動を掘り起こす企業訪問

◎農山村地域での運動の展開
・団塊世代の森林所有者への施業研修会の開催（現在11道県）
・施業意欲が低下した森林所有者への働きかけ
（現在全国で135グループが実施）

・農業新聞を活用した呼びかけ（10月16日）

◎森林ボランティア活動の呼びかけ
ＮＰＯとの連携強化
・ボランティア活動の参加を呼びかけるパンフレットの配布
・国土緑化推進機構のＨＰを通じた 情報提供

◎木材利用の拡大に向けた取組の展開
・木づかい推進月間（10月）を中心に木づかい 運動を展開
・企業向けセミナー等を開催
・間伐材の利用拡大に向けた取組を推進

（シンポジウム、間伐・間伐材利用コンクール）

◎国有林における取組
・全国子どもサミット等、各種イベント等の機会を通じた
運動のPR（延べ5万人以上が参加）
・会議等の機会を通じた運動のPR

◎広報・イベントの展開
・「美しい森林づくりニュース」発行 （10万部を突破）
・各種メディア等で特集 （省広報誌「ａｆｆ」、林野、インターネットTV）
・「ふるさと食品全国フェア｣など他部局との連携

◎省幹部による全国キャラバン
・都道府県が主催する植樹祭等への参加（８県）
・地方推進組織設立行事への参加 （澤大臣政務官［栃木］10月16日等）
・全国育樹祭関連意見交換会の開催 （若林大臣［熊本］11月3日､4日）
・国民対話「若林大臣と語る希望と安心の国づくり」の開催
（若林大臣「京都」12月９日）


	sLIDE 1

